
議案第５９号

市長専決処分の報告と承認について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承

認を求める。

令和３年６月１０日提出

渋川市長 髙 木 勉



専 決 処 分 書

渋川市税条例等の一部を改正する条例

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるので、別紙の

とおり専決処分する。

令和３年３月３１日

渋川市長 髙 木 勉



渋川市税条例等の一部を改正する条例

（渋川市税条例の一部改正）

第１条 渋川市税条例（平成１８年渋川市条例第５６号）の一部を次のよう

に改正する。

第３６条の３の２第４項中「所得税法第１９８条第２項に規定する納税

地の所轄税務署長の承認を受けている」を「令第４８条の９の７の２にお

いて準用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす」に改め、「次条

第４項」の次に「及び第５３条の９第３項」を加える。

第３６条の３の３第４項中「所得税法第２０３条の６第６項に規定する

納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「令第４８条の９の７の３

において準用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす」に改める。

第５３条の８第１項第１号中「次条第２項及び」を「次条第２項及び第

３項並びに」に改める。

第５３条の９に次の２項を加える。

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際

に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第４８条の１８において準

用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で

定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手

当等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電

磁的方法により提供することができる。

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用については

、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべ

き事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払を

する者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を

受けた時」とする。

第８１条の４第１号及び第２号中「同条第４項」の次に「又は第５項」

を加える。

附則第１０条の２第３項を削り、同条第４項中「附則第１５条第３３項

第１号イ」を「附則第１５条第２７項第１号イ」に改め、同項を同条第３



項とし、同条第５項中「附則第１５条第３０項第１号ロ」を「附則第１５

条第２７項第１号ロ」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項中「附

則第１５条第３０項第１号ハ」を「附則第１５条第２７項第１号ハ」に改

め、同項を同条第５項とし、同条第７項中「附則第１５条第３０項第１号

ニ」を「附則第１５条第２７項第１号ニ」に改め、同項を同条第６項とし

、同条第８項中「附則第１５条第３０項第２号イ」を「附則第１５条第２

７項第２号イ」に改め、同項を同条第７項とし、同条第９項中「附則第１

５条第３０項第２号ロ」を「附則第１５条第２７項第２号ロ」に改め、同

項を同条第８項とし、同条第１０項中「附則第１５条第３０項第２号ハ」

を「附則第１５条第２７項第２号ハ」に改め、同項を同条第９項とし、同

条第１１項中「附則第１５条第３０項第３号イ」を「附則第１５条第２７

項第３号イ」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１２項中「附則第

１５条第３０項第３号ロ」を「附則第１５条第２７項第３号ロ」に改め、

同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「附則第１５条第３０項第３号

ハ」を「附則第１５条第２７項第３号ハ」に改め、同項を同条第１２項と

し、同条第１４項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３０項

」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１５項中「附則第１５条第３

８項」を「附則第１５条第３４項」に改め、同項を同条第１４項とし、同

条第１６項中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第３５項」に改

め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項を削り、同条第１８項中「附

則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４２項」に改め、同項を同条第

１６項とし、同条第１９項を同条第１７項とし、同条第２０項を同条第１

８項とする。

附則第１０条の４第２項中「令和元年度分及び令和２年度分」を「令和

３年度分及び令和４年度分」に改め、同条の次に次の１条を加える。

（平成３０年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする

者がすべき申告等）

第１０条の５ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用する

場合を含む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の

属する年の１月３１日（第５４条第６項の規定により同項に規定する仮



換地等に係る同条第１項の所有者とみなされた者が当該仮換地等につい

て法附則第１６条の３第６項（同条第７項において準用する場合を含む

。）の規定により読み替えて適用される同条第１項の規定の適用を受け

ようとする場合にあっては、１月３１日）までに次に掲げる事項を記載

した申告書を市長に提出しなければならない。

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（

個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）並びに当該納税義務者が令附則第１２条の５第１項第３号から第

５号まで又は第３項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあ

っては、同条第１項第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは

第２号に掲げる者との関係

（２） 法附則第１６条の３第１項に規定する被災住宅用地の上に平成

３０年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

（３） 当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の３第１項（

同条第２項において準用する場合及び同条第６項（同条第７項におい

て準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合を

含む。）の規定の適用を受けようとする土地を法第３４９条の３の２

第１項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することが

できない理由

（４） その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

２ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用する場合を含む

。）の規定の適用を受ける土地に係る令和３年度分及び令和４年度分の

固定資産税については、第７４条の規定は適用しない。

３ 法附則第１６条の３第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項

において「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の

申出は、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者（以下この項にお

いて「特定被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が毎年１月３

１日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなけ

ればならない。

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人



番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

（２） 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

（３） 特定被災共用土地に係る法附則第１６条の３第３項に規定する

被災区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにそ

の用途

（４） 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特

定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

（５） 法附則第１６条の３第３項の規定により按分する場合に用いら

れる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

４ 法附則第１６条の３第９項の規定により特定被災共用土地とみなされ

た特定仮換地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係

る固定資産税額の按分の申出については、前項中「特定被災共用土地納

税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用

土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」と

あるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地

に」とする。

附則第１１条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和

３年度から令和５年度まで」に改める。

附則第１１条の２の見出し中「令和元年度又は令和２年度」を「令和４

年度又は令和５年度」に改め、同条第１項中「令和元年度分又は令和２年

度分」を「令和４年度分又は令和５年度分」に改め、同条第２項中「令和

元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」を「令和４年度適用土地又

は令和４年度類似適用土地」に、「令和２年度分」を「令和５年度分」に

改める。

附則第１２条の前の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「

令和３年度から令和５年度まで」に改め、同条第１項中「平成３０年度か

ら令和２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め、「加算

した額」の次に「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固

定資産税の課税標準額）」を加え、同条第２項及び第３項中「平成３０年

度から令和２年度までの各年度分」を「令和４年度分及び令和５年度分」



に改め、同条第４項及び第５項中「平成３０年度から令和２年度まで」を

「令和３年度から令和５年度まで」に改める。

附則第１２条の２中「地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法

律第３号）附則第２２条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和３

年法律第７号）附則第１４条」に、「平成３０年度から令和２年度まで」

を「令和３年度から令和５年度まで」に改める。

附則第１３条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和

３年度から令和５年度まで」に改め、同条中「平成３０年度から令和２年

度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改め、「定める率を乗じ

て得た額」の次に「。以下この項において同じ。」を、「負担調整率を乗

じて得た額」の次に「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分

の固定資産税の課税標準額）」を加える。

附則第１５条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３

年度から令和５年度まで」に改め、同条第２項中「令和３年３月３１日」

を「令和６年３月３１日」に改める。

附則第１５条の２中「同条第４項」の次に「又は第５項」を加え、「令

和３年３月３１日」を「令和３年１２月３１日」に改める。

附則第１５条の２の３第２項中「同条第２項」の次に「又は第３項」を

、「同条第４項」の次に「又は第５項」を加える。

附則第１６条第１項中「第５項」を「第８項」に改め、同条第２項中「

、当該軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に

限り」を削り、同条第３項中「この項及び次項」を「この条」に改め、「

、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の

種別割に限り」を削り、同条第４項中「、当該ガソリン軽自動車が平成３

１年４月１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条に次

の３項を加える。

６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車



（自家用の乗用のものを除く。）に対する第８２条の規定の適用につい

ては、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種

別割に限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車

税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自

動車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用に

ついては、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月

３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽

自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日か

ら令和５年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自

動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限

る。）に対する第８２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動

車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該

ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別

割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

附則第１６条の２第１項中「第５項」を「第８項」に改める。

附則第２２条第２項中「令和３年度」を「令和８年度」に改める。

附則第２６条に次の１項を加える。

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染

症特例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第７



条の３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」と

あるのは「令和１７年度」と、「令和３年」とあるのは「令和４年」と

する。

（渋川市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 渋川市税条例の一部を改正する条例（令和２年渋川市条例第２５号

）の一部を次のように改正する。

第３条のうち、渋川市税条例第４８条第１０項の改正規定中「第３２１

条の８第５２項」を「第３２１条の８第６０項」に、「同条第５２項」を

「同条第６０項」に改め、同条第１６項の改正規定中「第３２１条の８第

６１項」を「第３２１条の８第６９項」に改める。

第３条のうち、渋川市税条例第５０条第４項の改正規定中「「又は第３

１項」に」の次に「、「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１５

の４第４項」に」を加える。

第３条のうち、渋川市税条例第５２条の改正規定中「第５２条第４項」

を「第５２条第３項中「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１５

の４第４項」に改め、同条第４項」に改める。

第３条のうち、渋川市税条例附則第３条の２第２項の改正規定の次に次

のように加える。

附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第８１条の２４

第１項の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定する申告書

の提出期限」を削り、同条第２項中「又は法第３２１条の８第４項に規定

する連結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和３年４月１日から施行する。

（市民税に関する経過措置）

第２条 第１条の規定による改正後の渋川市税条例（以下「新条例」という

。）第３６条の３の２第４項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定す

る申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った第１



条の規定による改正前の渋川市税条例（以下「旧条例」という。）第３６

条の３の２第４項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記

載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

２ 新条例第３６条の３の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例第３

６条の３の２第４項に規定する電磁的方法による新条例第３６条の３の３

第４項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日

前に行った旧条例第３６条の３の２第４項に規定する電磁的方法による旧

条例第３６条の３の３第４項に規定する申告書に記載すべき事項の提供に

ついては、なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する

部分は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

２ 平成３０年４月１日から令和３年３月３１日までの間に取得された地方

税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）第１条の規定による

改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」と

いう。）附則第１５条第８項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する

固定資産税については、なお従前の例による。

３ 生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５号）の施行の日から令和

３年３月３１日までの期間（以下「適用期間」という。）内に旧法附則第

１５条第４１項に規定する中小事業者等（以下「中小事業者等」という。

）が取得（同条第４１項に規定する取得をいう。以下同じ。）をした同条

第４１項に規定する機械装置等（以下「機械装置等」という。）（中小事

業者等が、同条第４１項に規定するリース取引（以下「リース取引」とい

う。）に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者

が適用期間内に取得をした同条第４１項に規定する先端設備等に該当する

機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合におけ

る当該機械装置等を含む。）に対して課する固定資産税については、なお

従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）



第４条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以

後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性

能割について適用し、施行日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して

課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動

車税の種別割については、なお従前の例による。

理 由

地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行ったものである。



渋川市税条例等の一部を改正する条例（案）新旧対照表
渋川市税条例（平成１８年渋川市条例第５６号）の一部改正

（第１条関係） （傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書）

第３６条の３の２ （略） 第３６条の３の２ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に経由 ４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に経由

すべき給与支払者が令第４８条の９の７の２において準用する令第８条の すべき給与支払者が所得税法第１９８条第２項に規定する納税地の所轄税

２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより 務署長の承認を受けている 場合には、施行規則で定めるところにより

、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載 、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報 すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報

通信の技術を利用する方法であって施行規則で定めるものをいう。次条第 通信の技術を利用する方法であって施行規則で定めるものをいう。次条第

４項及び第５３条の９第３項において同じ。）により提供することができ ４項 において同じ。）により提供することができ

る。 る。

５ （略） ５ （略）

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書）

第３６条の３の３ （略） 第３６条の３の３ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべ ４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべ

き公的年金等支払者が令第４８条の９の７の３において準用する令第８条 き公的年金等支払者が所得税法第２０３条の６第６項に規定する納税地の

の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところによ 所轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規則で定めるところによ

り、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告 り、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告

書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

５ （略） ５ （略）

（特別徴収税額） （特別徴収税額）

第５３条の８ 第５３条の７の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割 第５３条の８ 第５３条の７の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割

の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とす の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とす

る。 る。

（１） 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第１項の規定による （１） 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第１項の規定による

申告書（以下この条、次条第２項及び第３項並びに第５３条の１０第１ 申告書（以下この条、次条第２項及び 第５３条の１０第１

項において「退職所得申告書」という。）に、その支払うべきことが確 項において「退職所得申告書」という。）に、その支払うべきことが確
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定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払 定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払

がされたもの（次号及び次条第１項において「支払済みの他の退職手当 がされたもの（次号及び次条第１項において「支払済みの他の退職手当

等」という。）がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金 等」という。）がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金

額について第５３条の３及び第５３条の４の規定を適用して計算した税 額について第５３条の３及び第５３条の４の規定を適用して計算した税

額 額

（２） （略） （２） （略）

２ （略） ２ （略）

（退職所得申告書） （退職所得申告書）

第５３条の９ （略） 第５３条の９ （略）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に

経由すべき退職手当等の支払をする者が令第４８条の１８において準用す

る令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定める

ところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支

払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法に

より提供することができる。

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用については、

同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事

項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者

が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時

」とする。

（環境性能割の税率） （環境性能割の税率）

第８１条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環境性 第８１条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自動車に対して課する環境性

能割の税率は、当該各号に定める率とする。 能割の税率は、当該各号に定める率とする。

（１） 法第４５１条第１項（同条第４項又は第５項において準用する場 （１） 法第４５１条第１項（同条第４項 において準用する場

合を含む。）の規定の適用を受けるもの １００分の１ 合を含む。）の規定の適用を受けるもの １００分の１

（２） 法第４５１条第２項（同条第４項又は第５項において準用する場 （２） 法第４５１条第２項（同条第４項 において準用する場

合を含む。）の規定の適用を受けるもの １００分の２ 合を含む。）の規定の適用を受けるもの １００分の２

（３） （略） （３） （略）

附 則 附 則

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合）

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略）

２ （略） ２ （略）

３ 法附則第１５条第８項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の
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２とする。

３ 法附則第１５条第２７項第１号イに規定する設備について同号に規定す ４ 法附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 る市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。

４ 法附則第１５条第２７項第１号ロに規定する設備について同号に規定す ５ 法附則第１５条第３０項第１号ロに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 る市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。

５ 法附則第１５条第２７項第１号ハに規定する設備について同号に規定す ６ 法附則第１５条第３０項第１号ハに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 る市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。

６ 法附則第１５条第２７項第１号ニに規定する設備について同号に規定す ７ 法附則第１５条第３０項第１号ニに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。 る市町村の条例で定める割合は、３分の２とする。

７ 法附則第１５条第２７項第２号イに規定する設備について同号に規定す ８ 法附則第１５条第３０項第２号イに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 る市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。

８ 法附則第１５条第２７項第２号ロに規定する設備について同号に規定す ９ 法附則第１５条第３０項第２号ロに規定する設備について同号に規定す

る市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 る市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。

９ 法附則第１５条第２７項第２号ハに規定する設備について同号に規定 １０ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。 する市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。

１０ 法附則第１５条第２７項第３号イに規定する設備について同号に規定 １１ 法附則第１５条第３０項第３号イに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。

１１ 法附則第１５条第２７項第３号ロに規定する設備について同号に規定 １２ 法附則第１５条第３０項第３号ロに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。

１２ 法附則第１５条第２７項第３号ハに規定する設備について同号に規定 １３ 法附則第１５条第３０項第３号ハに規定する設備について同号に規定

する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 する市町村の条例で定める割合は、２分の１とする。

１３ 法附則第１５条第３０項に規定する市町村の条例で定める割合は、３ １４ 法附則第１５条第３４項に規定する市町村の条例で定める割合は、３

分の２とする。 分の２とする。

１４ 法附則第１５条第３４項に規定する市町村の条例で定める割合は、２ １５ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は、２

分の１とする。 分の１とする。

１５ 法附則第１５条第３５項に規定する市町村の条例で定める割合は、３ １６ 法附則第１５条第３９項に規定する市町村の条例で定める割合は、３

分の２とする。 分の２とする。

１７ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割合は、０

とする。

１６ 法附則第１５条第４２項に規定する市町村の条例で定める割合は、３ １８ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は、３

分の２とする。 分の２とする。

１７ （略） １９ （略）

１８ （略） ２０ （略）

（平成２８年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者 （平成２８年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者

がすべき申告等） がすべき申告等）

第１０条の４ （略） 第１０条の４ （略）
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２ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項において準用する場合を含む。 ２ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項において準用する場合を含む。

）の規定の適用を受ける土地に係る令和３年度分及び令和４年度分の固定 ）の規定の適用を受ける土地に係る令和元年度分及び令和２年度分の固定

資産税については、第７４条の規定は適用しない。 資産税については、第７４条の規定は適用しない。

３・４ （略） ３・４ （略）

（平成３０年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者

がすべき申告等）

第１０条の５ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用する場

合を含む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属す

る年の１月３１日（第５４条第６項の規定により同項に規定する仮換地等

に係る同条第１項の所有者とみなされた者が当該仮換地等について法附則

第１６条の３第６項（同条第７項において準用する場合を含む。）の規定

により読み替えて適用される同条第１項の規定の適用を受けようとする場

合にあっては、１月３１日）までに次に掲げる事項を記載した申告書を市

長に提出しなければならない。

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

並びに当該納税義務者が令附則第１２条の５第１項第３号から第５号ま

で又は第３項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあっては、

同条第１項第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲

げる者との関係

（２） 法附則第１６条の３第１項に規定する被災住宅用地の上に平成３

０年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

（３） 当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の３第１項（同

条第２項において準用する場合及び同条第６項（同条第７項において準

用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。

）の規定の適用を受けようとする土地を法第３４９条の３の２第１項に

規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理

由

（４） その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

２ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用する場合を含む。

）の規定の適用を受ける土地に係る令和３年度分及び令和４年度分の固定

資産税については、第７４条の規定は適用しない。

３ 法附則第１６条の３第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項に

おいて「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出

は、同項に規定する特定被災共用土地納税義務者（以下この項において「

特定被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が毎年１月３１日まで
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に次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならな

い。

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

（２） 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

（３） 特定被災共用土地に係る法附則第１６条の３第３項に規定する被

災区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用

途

（４） 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定

被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

（５） 法附則第１６条の３第３項の規定により按分する場合に用いられ

る割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

４ 法附則第１６条の３第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた

特定仮換地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固

定資産税額の按分の申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務

者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」

とあるのは「特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「

特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」とする。

（土地に対して課する令和３年度から令和５年度まで の各年度分の固定 （土地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定

資産税の特例に関する用語の意義） 資産税の特例に関する用語の意義）

第１１条 （略） 第１１条 （略）

（令和４年度又は令和５年度における土地の価格の特例） （令和元年度又は令和２年度における土地の価格の特例）

第１１条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値 第１１条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値

を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修 を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修

正前の価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の価格をいう。 正前の価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の価格をいう。

）を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上 ）を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上

著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資 著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資

産税の課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、令和４年度分又は令和 産税の課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、令和元年度分又は令和

５年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則第１７条の２ ２年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則第１７条の２

第１項に規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたもの 第１項に規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたもの

とする。 とする。

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和４年度適用土地又は令和４年 ２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和元年度適用土地又は令和元年

度類似適用土地であって、令和５年度分の固定資産税について前項の規定 度類似適用土地であって、令和２年度分の固定資産税について前項の規定

の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の
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課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、修正された価格（法附則第１ 課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、修正された価格（法附則第１

７条の２第２項に規定する修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に ７条の２第２項に規定する修正された価格をいう。）で土地課税台帳等に

登録されたものとする。 登録されたものとする。

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度まで の各年度分の固 （宅地等に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固

定資産税の特例） 定資産税の特例）

第１２条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度まで の各年度分の固定 第１２条 宅地等に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定

資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地 資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地

等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に 等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に

、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（ 、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（

当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３の２の規 当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３の２の規

定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じ 定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じ

て得た額。以下この条において同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を て得た額。以下この条において同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を

加算した額（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産 加算した額

税の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３ （当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける ４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額） 宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。 た場合における固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。

）を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 ）を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和４年度分及び令和５年度 ２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成３０年度から令和２年度

分 の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税 までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税

額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき 額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産 価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規 税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める 定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税 率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同 標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同

項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び令和５年度 ３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成３０年度から令和２年度

分 の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税 までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税

額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価 額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に 格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の ついて法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗 適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規 るべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規
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定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上０．７ ４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上０．７

以下のものに係る令和３年度から令和５年度まで の各年度分の固定資産 以下のものに係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定資産

税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定 税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当該年 資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５ 度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定 条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定

資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商 資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合 業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合

における固定資産税額（以下「商業地等据置固定資産税額」という。）と における固定資産税額（以下「商業地等据置固定資産税額」という。）と

する。 する。

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超えるも ５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超えるも

のに係る令和３年度から令和５年度まで の各年度分の固定資産税の額は のに係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の額は

、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産 、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当該商業地等 税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た額（当該商業地等

が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条か が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額 ら第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年 にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税 度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「商業地等調整固定資産税額」という。）とする。 額（以下「商業地等調整固定資産税額」という。）とする。

第１２条の２ 地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附 第１２条の２ 地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第３号）

則第１４条 の規定に基づき、令和３年度から令和５年度まで の各年度 附則第２２条の規定に基づき、平成３０年度から令和２年度までの各年度

分の固定資産税については、法附則第１８条の３の規定を適用しない。 分の固定資産税については、法附則第１８条の３の規定を適用しない。

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度まで の各年度分の固定 （農地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定

資産税の特例） 資産税の特例）

第１３条 農地に係る令和３年度から令和５年度まで の各年度分の固定資 第１３条 農地に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の固定資

産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係 産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係

る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当 る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当

該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１ 該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該 ５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該

課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この項におい 課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額

て同じ。）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区 ）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区

分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額（令和３年度分 分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額

の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）を当該農 を当該農

地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお 地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお
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ける固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）を超える場 ける固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）を超える場

合には、当該農地調整固定資産税額とする。 合には、当該農地調整固定資産税額とする。

表 （略） 表 （略）

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例）

第１５条 附則第１２条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等（ 第１５条 附則第１２条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等（

附則第１１条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９条の３、 附則第１１条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９条の３、

第３４９条の３の２又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用 第３４９条の３の２又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用

がある宅地等を除く。）に対して課する令和３年度から令和５年度まで がある宅地等を除く。）に対して課する平成３０年度から令和２年度まで

の各年度分の特別土地保有税については、第１３７条第１号及び第１４０ の各年度分の特別土地保有税については、第１３７条第１号及び第１４０

条の５中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるの 条の５中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるの

は、「当該年度分の固定資産税に係る附則第１２条第１項から第５項まで は、「当該年度分の固定資産税に係る附則第１２条第１項から第５項まで

に規定する課税標準となるべき額」とする。 に規定する課税標準となるべき額」とする。

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成１ ２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成１

８年１月１日から令和６年３月３１日までの間にされたものに対して課す ８年１月１日から令和３年３月３１日までの間にされたものに対して課す

る特別土地保有税については、第１３７条第２号中「不動産取得税の課税 る特別土地保有税については、第１３７条第２号中「不動産取得税の課税

標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価 標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価

格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がないものとした場合におけ 格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がないものとした場合におけ

る課税標準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、 る課税標準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、

「令第５４条の３８第１項に規定する価格」とあるのは「令第５４条の３ 「令第５４条の３８第１項に規定する価格」とあるのは「令第５４条の３

８第１項に規定する価格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がない ８第１項に規定する価格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がない

ものとした場合における価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とす ものとした場合における価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とす

る。 る。

３～５ （略） ３～５ （略）

（軽自動車税の環境性能割の非課税） （軽自動車税の環境性能割の非課税）

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項又は第５項において 第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項 において

準用する場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限 準用する場合を含む。）に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用のものに限

る。以下この条において同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の る。以下この条において同じ。）に対しては、当該３輪以上の軽自動車の

取得が令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間（附則第１ 取得が令和元年１０月１日から令和３年３月３１日 までの間（附則第１

５条の６第３項において「特定期間」という。）に行われたときに限り、 ５条の６第３項において「特定期間」という。）に行われたときに限り、

第８０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない 第８０条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない

。 。

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）

第１５条の２の３ （略） 第１５条の２の３ （略）

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の ２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の
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賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項 賦課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条第２項

又は第３項において準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若し において準用する場合を含む。）又は法第４５１条第１項若し

くは第２項（これらの規定を同条第４項又は第５項において準用する場合 くは第２項（これらの規定を同条第４項 において準用する場合

を含む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断 を含む。）の適用を受ける３輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断

をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定 をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判 する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判

断をするものとする。 断をするものとする。

３・４ （略） ３・４ （略）

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例）

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当 第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当

該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定（次項 該軽自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定（次項

から第８項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた月から から第５項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた月から

起算して１４年を経過した月の属する年度以降の年度分の軽自動車税の種 起算して１４年を経過した月の属する年度以降の年度分の軽自動車税の種

別割に係る第８２条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に 別割に係る第８２条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲 掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 げる字句とする。

表 （略） 表 （略）

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に ２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車に

対する第８２条の規定の適用については 対する第８２条の規定の適用については、当該軽自動車が平成３１年４月

１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

、当該軽自動車が令和２年４ は令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和２年４

月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合 月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同 には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同

条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句 条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 とする。

表 （略） 表 （略）

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第 ３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に掲げる法第４４６条第１項第

３号に規定するガソリン軽自動車（以下この条 において「ガソリ ３号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリ

ン軽自動車」という。）のうち３輪以上のものに対する第８２条の規定の ン軽自動車」という。）のうち３輪以上のものに対する第８２条の規定の

適用については 適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月１日から令和２

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和２年度分

、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日 の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日

から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令 から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規 和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする 定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする

。 。
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表 （略） 表 （略）

４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のう ４ 法附則第３０条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のう

ち３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第 ち３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第

８２条の規定の適用については ８２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成３１年４月

１日から令和２年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

、当該ガソリン軽自動車が令 は令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令

和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受 和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に けた場合には令和３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲 掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句とする。 げる字句とする。

表 （略） 表 （略）

５ （略） ５ （略）

６ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車（

自家用の乗用のものを除く。）に対する第８２条の規定の適用については

、当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限

り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に

限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は

、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

７ 法附則第３０条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動

車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日

までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税

の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分の

軽自動車税の種別割に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

８ 法附則第３０条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動

車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。

）に対する第８２条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令

和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽

自動車が令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第４

項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。
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（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例）

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の 第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、３輪以上の

軽自動車が前条第２項から第８項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽 軽自動車が前条第２項から第５項までの規定の適用を受ける３輪以上の軽

自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（ 自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（

法附則第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項 法附則第３０条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項

において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 において同じ。）に基づき当該判断をするものとする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべ （東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべ

き申告等） き申告等）

第２２条 （略） 第２２条 （略）

２ 法附則第５６条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の ２ 法附則第５６条第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の

規定の適用を受ける土地に係る平成２４年度から令和８年度までの各年度 規定の適用を受ける土地に係る平成２４年度から令和３年度までの各年度

分の固定資産税については、第７４条の規定は適用しない。 分の固定資産税については、第７４条の規定は適用しない。

３・４ （略） ３・４ （略）

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例）

第２６条 （略） 第２６条 （略）

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症

特例法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の

３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とあるの

は「令和１７年度」と、「令和３年」とあるのは「令和４年」とする。



渋川市税条例等の一部を改正する条例（案）新旧対照表
渋川市税条例の一部を改正する条例（令和２年渋川市条例第２５号）の一部改正

（第２条関係） （傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

第３条 渋川市税条例の一部を次のように改正する。 第３条 渋川市税条例の一部を次のように改正する。

（略） （略）

第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第 第４８条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第

３１項、第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項 ３１項、第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項

」を「第９項、第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２ 」を「第９項、第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２

３項」を「第３１項及び第３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４ ３項」を「第３１項及び第３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４

項」に、「第３項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の 項」に、「第３項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の

７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を「第６ ７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を「第６

６条の７第４項及び第１０項」に、「第３２１条の８第２４項」を「第３ ６条の７第４項及び第１０項」に、「第３２１条の８第２４項」を「第３

２１条の８第３６項」に改め、同条第３項中「第６６条の９の３第４項及 ２１条の８第３６項」に改め、同条第３項中「第６６条の９の３第４項及

び第１０項又は第６８条の９３の３第４項及び第１０項」を「第６６条の び第１０項又は第６８条の９３の３第４項及び第１０項」を「第６６条の

９の３第３項及び第９項」に、「第３２１条の８第２５項」を「第３２１ ９の３第３項及び第９項」に、「第３２１条の８第２５項」を「第３２１

条の８第３７項」に改め、同条第４項中「第３２１条の８第２６項」を「 条の８第３７項」に改め、同条第４項中「第３２１条の８第２６項」を「

第３２１条の８第３８項」に改め、同条第５項中「第３２１条の８第２２ 第３２１条の８第３８項」に改め、同条第５項中「第３２１条の８第２２

項」を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３ 項」を「第３２１条の８第３４項」に、「同条第２１項」を「同条第３３

項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３ 項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２３

項」を「同条第３５項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」 項」を「同条第３５項」に改め、同条第６項中「、第４項又は第１９項」

を「又は第３１項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３ を「又は第３１項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第３

２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第７項 ２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第７項

中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「、第 中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、「、第

４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同項第２号中「第３２１ ４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同項第２号中「第３２１

条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第９項を削 条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第９項を削

り、同条第１０項中「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条の８第６ り、同条第１０項中「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条の８第５

０項」に、「同条第４２項」を「同条第６０項」に、「第１２項」を「第 ２項」に、「同条第４２項」を「同条第５２項」に、「第１２項」を「第

１１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項を同条第１０項と １１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項を同条第１０項と

し、同条第１２項中「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１１ し、同条第１２項中「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１１

項とし、同条第１３項中「第１０項の内国法人」を「第９項の内国法人」 項とし、同条第１３項中「第１０項の内国法人」を「第９項の内国法人」

に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に、「第１０項の に、「第７５条の４第２項」を「第７５条の５第２項」に、「第１０項の

申告」を「同項の申告」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項 申告」を「同項の申告」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項

を同条第１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に、「 を同条第１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に、「
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第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項 第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項

中「第１３項前段」を「第１２項前段」に、「第３２１条の８第５１項」 中「第１３項前段」を「第１２項前段」に、「第３２１条の８第５１項」

を「第３２１条の８第６９項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同 を「第３２１条の８第６１項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同

項を同条第１５項とし、同条第１７項中「第１３項後段」を「第１２項後 項を同条第１５項とし、同条第１７項中「第１３項後段」を「第１２項後

段」に、「第１５項」を「第１４項」に、「第７５条の４第３項若しくは 段」に、「第１５項」を「第１４項」に、「第７５条の４第３項若しくは

第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準用する場合を含む。） 第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準用する場合を含む。）

」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」に、「第１０項」を「第９項 」を「第７５条の５第３項若しくは第６項」に、「第１０項」を「第９項

」に改め、同項を同条第１６項とする。 」に改め、同項を同条第１６項とする。

第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「 第５０条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「

同条第２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は 同条第２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は

第２項」に改め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１ 第２項」に改め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１

項」に改め、「（同条第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法 項」に改め、「（同条第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法

人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係が 人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係が

ある連結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親法人 ある連結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親法人

をいう。以下この項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があった をいう。以下この項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があった

連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若 連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若

しくは決定を受けたこと。次項第２号において同じ。）」を削り、同条第 しくは決定を受けたこと。次項第２号において同じ。）」を削り、同条第

４項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「第４８条の１ ４項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に

５の５第４項」を「第４８条の１５の４第４項」に改める。 改める。

第５２条第３項中「第４８条の１５の５第４項」を「第４８条の１５の 第５２条第４項

４第４項」に改め、同条第４項から第６項までを削る。 から第６項までを削る。

（略） （略）

附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。

附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第８１条の２４

第１項の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定する申告書

の提出期限」を削り、同条第２項中「又は法第３２１条の８第４項に規定

する連結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。 議
案
第
５
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